
東京交通新聞 2017 年 10 月 23 日号より 
 

国土交通省が、政府の地方分権有識者会議の合同部会において議論された、「運転代行の

最低料金」を導入する方針を決めました。 

この方針決定の背景には、昨年 3 月、同省から公表された「料金制度に関するガイドラ

インの策定（※）」により、独占禁止法の不当廉売の注意喚起が行われているにもかかわ

らず、業界の低価格競争が続いていることがあります。 

今後、運転代行利用者に、「安全で・安心な交通サービス」を提供する業として、利用者

保護の観点から、必要経費を加味した適正料金を設定することがさらに求められます。 

※「料金制度に関するガイドラインの策定」については、裏面をご覧ください。 

 

 

 

  



 

 

運転代行の料金制度に関するガイドラインの策定について 
 

 

 

組合員にはすでにお送りしている資料から、「料金制度に関するガイドライン」を抜粋して再掲 

します。 
                                                                                              

                                                         

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 28年 4月 1日付けで、国土交通省より、「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインにつ

いて」が発出されています。同ガイドラインの内容は、「1．運転代行料金」「2．附帯サービス料金」「3． 

運転代行料金の設定のあり方」の 3項目からなり、各項目の概要は以下のとおりです。 
 

1．運転代行料金について 
 

「①距離制料金（時間距離併用制料金を含む）」「②時間制料金」「③定額料金」の 3つの料金体 

系について定義し、各料金の適用方法および料金の割増と割引について定められています。 
 

※ガイドラインでは、料金は基本的には「距離制料金」を適用することとするが、あらかじめ営業所に  

おいて、時間制料金または定額料金による特約があった場合には、時間制料金または定額料金を適用 

することができると規定されています。 
 

2．附帯サービス料金について 

主な附帯サービス料金として次の 9つを挙げ、それぞれの適用方法が定められています。 

①迎車料金  ②待ち料金  ③業務中待ち料金  ④回送料金  ⑤キャンセル料金 

⑥一時預かり料金  ⑦除雪料金  ⑧チェーン着脱料金  ⑨バッテリーチャージ料金 

 

※ガイドラインでは、この 9つの附帯サービス料金以外でも、地域の実情を踏まえて、利用者サービス 

  の向上を目的に、運転代行業者が提供する附帯サービスを設定できると規定されています。 
 

3．運転代行料金の設定のあり方について 

  正当な理由なく、著しい低料金で運転代行サービスを提供し、他の運転代行業者の事業活動を困難 

にさせる恐れがあるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する 

不当廉売に該当する場合があるので、十分留意する必要があると記載されています。 

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第 2条第 9項） 

 

 

 

 

 

「 自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン」は、公益 

社団法人全国運転代行協会のホームページの ［最新情報］ の 2016 

年 4月 1日付けの「お知らせ」からもご覧になれます。 
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